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令和７年度 第１２回大島町農業委員会総会議事録 

 

令和 7年度定例大島町農業委員会が、令和７年３月２４日（火）午前１０時より大島町役場３階

第３会議室にて開催された。 

 

1、農業委員会委員は、次の通り 

1、山本政一   2、笠間隆夫    3、五十嵐初代   4、島村春彦    5、三田一也 

6、中拂晶    7、鎌原道夫    8、向山吉昭    9、中山定彦    10、新保鐡雄 

11、中村冨長 

 

2、農地利用最適化推進委員は、次の通り 

  1、澤田波夫 

 

3、欠席委員(農業委員・農地利用最適化推進委員) 

  農業委員 欠席無し  推進委員 欠席無し 

 

4、出席職員は次の通り 

坂上智彦 産業課長 

山田貴訓 農業係長 

河西健知 主事 

 

5、付議された案件 

  日程第１：会長報告  

  日程第２：農地の権利移動の許可について 

  日程第３：その他 

 

6、本日の書記は次の通り 

  河西健知 主事 

 

中拂議長   それでは令和７年度第１２回農業委員会総会を開催いたします。本日の出席委員は１１

名中１１名、欠席委員は１名で定足数に達しておりますので総会は成立しております。

なお推進委員の方は１名中１名参加していただいております。ありがとうございます。

それでは本日の日程につきましてお諮りいたします。お手元に配付している日程表の通

りといたしますが、ご異議ございませんか。 

（～異議なしの声 多数～） 

中拂議長   ありがとうございます。異議なしと認めます。大島町農業委員会規則第４１条に規定す

る議事録署名委員は９番委員と５番委員にお願いします。なお本日の会議書記には事務
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局の河西氏を指名いたします。それでは、日程第１会長報告です。事務局から報告をお

願いします 

事務局（河西）はい、それでは説明いたします。「非農地判断についてです。」当該地は□□▲▲番、面

積は▲▲㎡でございます。現地は山林となっており農地性がないため非農地判断しまし

た。令和８年２月１９日の現地調査には農業委員３名、向山委員、中村委員、中山委員

と事務局１名で行いました。説明は以上となります。 

中拂議長   ありがとうございます。続きまして、日程第２「農地の権利移動の許可について」につ

いて議案第１８号上程いたします。事務局より説明お願いいたします。 

事務局（河西）はい、それでは農地の権利移動の許可について議案第１８号をご説明いたします。申請

人及び譲受人は□□▲▲番地、〇〇、▲▲歳。譲渡人は□□▲▲番▲▲号、〇〇、▲▲

歳。□□▲▲番▲号□□▲▲号室、〇〇、▲▲歳。申請地は、□□▲▲番▲、▲▲番▲。

面積は合計で▲▲㎡でございます。申請事由ですが、譲受人である〇〇は、譲渡人であ

る〇〇他１名より申請地を有償にて取得し、野菜類を栽培する農地として利用したいと

いうものです。営農状況といたしまして、常時従事者▲名です。労力状況につきまして

は、労働力、男▲名。既存の農業機械等は耕運機２台です。６ページをご覧いただきま

すと、申請地への案内図となっております。申請地は、□□から□□へ▲▲ｍ程進んだ

ところ位置します。説明は以上です。 

中拂議長   ありがとうございました。ただいまの説明内容に関連して、地区担当委員の方から補足

説明等ありましたらお願いいたします。 

向山委員   はい。 

中拂議長   はい。８番。 

向山委員   はい。それでは補足説明をいたします。令和８年３月１６日月曜日、地元委員、中村さ

ん、澤田さん、私、事務局河西さん申請者の〇〇さん５名にて、現地調査いたしました。

その結果３委員とも申請通り異議なしと認めましたので、各委員の方々にも不耕作地解

消のためにもよろしくお願いいたします。申請地内はガラスハウス▲棟が建っておりま

す。かなり古いです。幅が▲▲ｍと長さが▲▲ｍ。約▲▲坪のガラスハウスです。その

中には現在パッションフルーツ、カリフラワー、ズッキーニ、キャベツ、ソラマメが作

付けされております。ハウス以外の土地には野菜などを作付するとのことです。申請地

は、一部で□□の□□になっております。農業用水も完備済みで、ハウスの下には防水

シートで包んだ水槽があります。申請地は平たんで日照時間も長く海岸から離れており、

塩害も考えられません。近隣への雨水土砂流出も土手になっており考えられません。申

請地の周りにはツバキの木、雑木に囲まれる防風林となっております。今の説明は▲▲

の▲番の説明であります。そしてもう１ヶ所の▲▲の▲番ですね、ここは離れていると

ころですけど、ツバキの木が植わって昔、元の持ち主の人がツバキの出荷とか実とかで

取ったりするツバキの木がね、かなりでかくなってやってるところです。場所は先ほど

事務局の説明した通りです。以上、補足説明を終わります。 

中拂議長   ありがとうございます。これより質疑に入ります。ただいまの事務局説明、地区担当委

員からの説明について発言のある方は挙手願います 

笠間委員   はい。 
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中拂議長   はい。２番。 

笠間委員   案内図のＷの表記は何？ 

事務局（河西）はい、雨水をためている水槽になっています。 

笠間委員   ありがとうございました。 

中拂議長   他、何かご意見ありますか。 

       （全員 挙手なし） 

中拂議長   よろしいでしょうか。それでは、採決に入らせていただきます。 

中拂議長   日程第２、議案１８号「農地の権利移動の許可」について、原案のとおり承認とするこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

       （全員 挙手） 

中拂議長   全員賛成ということで、議案第１８号については原案通り承認されました。 

中拂議長   続きまして、日程第３、その他についてですが、事務局から何かありますか。 

       （事務局 なし） 

中拂議長   特にないようですので、これをもちまして第１２回大島町農業委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。 

 

この会議録は書記が調製したもので、その内容については相違ないことを認め署名する。 

  

 

 

 

大島町農業委員会                     委員 

 

大島町農業委員会                     委員 


